
令和２年度第１０回二宮町農業委員会総会議事録 

 

 

１ 開催日時  令和２年１２月２２日（火）午前９時３０分から 

 

２ 開催場所  二宮町役場第１会議室 

 

３  出席委員 

          １番   野 谷  和 雄      ７番   露 木  聖 一 

     ２番    原   惠 子            ８番   関 山  節 夫 

          ３番   秋 山  啓 治      ９番   水 島  寿 德 

          ４番   中 村  隆 一          １０番   野 谷   茂 

          ５番  橘 川  直 泰         １１番    原   淳 利 

          ６番   倉 持  純 子     １２番   井 上  宗 士       

 

４  欠席委員  なし 

      

５  事務局職員出席者 

          事務局長        石 原  慎 也 

          副 主 幹      二 宮  浩 久 

     主任主事      雨 宮   敦 

 

６ 傍聴者   なし 

      

７  議事録署名人 

        ２番   原  惠  子    ３番   秋 山  啓 治  

 

８ 報告事項 

（１） 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

 

９ 議  事 

議案第１９号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画について 

議案第２０号 非農地証明について 

議案第２１号 相続税の納税猶予に関する適格者の証明について 

 

 

 

 

 



会議の状況 

 

【議長】 

それでは第１０回の総会を開催したいと思います。 

出席委員は１２名です。定足数に達しておりますので、ただいまより農業委員会総会を

開催いたします。 

まだ新型コロナウイルスは収束していませんので、体に注意して年を越していただきた

いと思います。 

日程第２の議事録署名委員の指名についてです。第１０回総会の議事録署名委員につき

ましては、２番原惠子委員、３番秋山委員、お願いします。 

続きまして、日程第３の報告事項に入ります。報告事項１農地法第５条第１項第７号の

規定による届出について、事務局より朗読および説明をお願いします。 

 

【事務局】 

― 報告事項１朗読 ― 

 

それでは説明いたします。 

ＮＯ１になります。関係資料位置図の地図１をご覧ください。場所は、山西の押切坂上

交差点南側、海岸沿いに位置する市街化区域の土地となっております。土地の所有者は、

店舗敷地としての転用目的での農地転用手続きになります。 

続きましてＮＯ２になります。関係資料位置図の地図２をご覧ください。場所は、富士

見が丘二丁目交差点の西側に位置する市街化区域の土地となっております。土地の所有者

は、住宅敷地としての転用目的での農地転用手続きになります。 

続きましてＮＯ３になります。関係資料位置図の地図３をご覧ください。場所は、山西

にあるエクレール二宮の東側に位置する市街化区域の土地となっております。土地の所有

者は、住宅用庭敷地としての転用目的での農地転用手続きになります。 

 

【議長】 

報告事項であることから、委員皆様のご了承をお願いします。 

続きまして、日程第４の議事に入ります。議案第１９号農業経営基盤強化促進法に基づ

く農用地利用集積計画について、議題といたします。 

事務局、朗読をお願いします。 

 

【事務局】 

― 議案第１９号朗読 ― 

 

【議長】 

 続きまして、地元農業委員の現地確認報告をお願いします。野谷和雄委員、お願いしま

す。 



【委員】 

 本案件のＮＯ１からＮＯ６は、借受予定者が同一であるため、まとめて報告いたします。 

１２月１５日に山西・川匂地区農業委員及び事務局で対象農地を確認いたしました。 

対象農地の場所は、山西の釜野及び大谷戸に位置する農用地区域の農地３筆で、面積の

合計は１，６２２㎡です。 

対象農地は、借受予定者が現在も適切に耕作しており、引き続き効率的な農地利用が見

込めるため、特に問題はないと思われます。 

 

【議長】 

 お疲れ様でした。続きまして、事務局より補足説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 本議案については、中間管理機構である神奈川県農業公社を利用した賃借となっている

ため、地権者から中間管理機構、中間管理機構から借主への権利設定について一括で審議

することとなります。また、本案件は異なる地権者から同一の借主への利用権設定となっ

ております。 

では、ＮＯ１及びＮＯ２について補足説明いたします。 

 議案第１９号関係資料をご覧ください。ＮＯ１は地権者から中間管理機構へ農地を貸し

付けする案件となっており、１ページから４ページに農地中間管理事業農用地利用集積計

画申出書を添付しております。ＮＯ２については、中間管理機構から借主へ農地を貸し付

けする案件となっており、５ページから９ページに一括方式による集積計画を添付してお

ります。 

当該地は、平成２９年１２月１日から令和２年１２月３１日までの約３年間、借主が利

用権設定を受け耕作しており、期間満了に伴う継続申請となっております。 

なお、最初に利用権設定を行ったのは平成２６年度であり、継続申請は今回が２回目と

なります。 

 続いて、ＮＯ３及びＮＯ４について補足説明いたします。 

 ＮＯ３は地権者から中間管理機構へ農地を貸し付けする案件となっており、１０ページ

から１３ページに農地中間管理事業農用地利用集積計画申出書を添付しております。ＮＯ

４については、中間管理機構から借主へ農地を貸し付けする案件となっており、１４ペー

ジから１８ページに一括方式による集積計画を添付しております。 

 当該地は、平成３０年１月１日から令和２年１２月３１日までの３年間、借主が利用権

設定を受け耕作しており、期間満了に伴う継続申請となっております。 

 なお、最初に利用権設定を行ったのは平成２６年度であり、継続申請は今回が２回目と

なります。 

続いて、ＮＯ５及びＮＯ６について補足説明いたします。 

ＮＯ５は地権者から中間管理機構へ農地を貸し付けする案件となっており、１９ページ

から２２ページに農地中間管理事業農用地利用集積計画申出書を添付しております。ＮＯ

６については、中間管理機構から借主へ農地を貸し付けする案件となっており、ページが



戻りますが、１４ページから１８ページに一括方式による集積計画を添付しております。 

当該地は、平成２９年１２月１日から令和２年１２月３１日までの約３年間、借主が利

用権設定を受け耕作しており、期間満了に伴う継続申請となっております。 

 なお、最初に利用権設定を行ったのは平成２６年度であり、継続申請は今回が２回目と

なります。 

 また、当案件のＮＯ１からＮＯ６に係る位置図は２３ページに、公図の写しは２４ペー

ジと２５ページにまとめて添付しております。 

 利用目的はいずれも露地野菜を栽培する目的となっております。 

借主が耕作する農地については、農地パトロール等で適正に管理・耕作されていること

が確認出来ており、特段問題はないと思われます。 

農用地利用集積計画の一般要件としては、町の基本構想における農地すべてを効率的に

耕作すること、農作業に常時従事すること、農業に対する意欲等、総合的に判断すること

となっております。 

以上、ご審議をお願いいたします。 

 

【議長】 

質問・意見等がある方は挙手をお願いします。 

 借受予定者が同一ですが、期間に違いがあるのは、地権者の意向ですか。 

 

【事務局】 

そのとおりです。 

 

【議長】 

よろしいでしょうか。それでは、これよりお諮りします。 

議案第１９号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画について、「原案のと

おり決定する」ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

―挙手― 

 

挙手全員でございます。よって、本案は「原案のとおり決定する」ことといたします。 

続きまして、議案第２０号非農地証明について、議題といたします。 

事務局、朗読をお願いします。 

 

【事務局】 

― 議案第２０号朗読 ― 

 

【議長】 

続きまして、地元委員の現地確認報告をお願いします。橘川委員、お願いします。 

 



【委員】 

１２月１５日に一色地区農業委員及び事務局で対象農地を確認いたしました。 

場所は、県立二宮高等学校の西側に位置する一色の市街化調整区域の土地です。 

申請地は、航空写真から確認できるとおり、平成８年度以前より住宅敷地として使用さ

れ現在にいたっており、農地に復元するのは難しく、非農地とすることはやむを得ないも

のと思われます。 

 

【議長】 

 お疲れ様でした。続きまして、事務局より補足説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 それでは、補足説明いたします。 

議案第２０号関係資料をご覧ください。１ページに非農地証明願、２ページに位置図、

３ページに公図の写し、４ページに経過書、５ページに現況写真、６ページに平成８年度

撮影の航空写真を添付しております。 

経過については、４ページに記載がございますが、平成６年に居住用住宅として建築さ

れ、申請人が相続により当該地の所有権を取得してからも同様の状態で使用されており、

平成８年度時の航空写真からも農地として使用されていないことは確認できます。 

非農地証明は、非農地と認められる土地について、農業委員会が交付することができる

ことになっております。 

非農地とは、神奈川県が定める「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」に規定

されており、６つの要件を全て満たす土地となります。１点目、１０年以上が経過してい

ること。申請地は、住宅敷地として利用され、１０年以上経過しております。２点目、農

用地区域に設定されていないこと。申請地は、農用地区域外となっています。３点目、立

地等の条件が、農地区分の甲種農地及び第１種農地に該当する場合には、その転用目的が

立地基準に適合していること。申請地は、第２種農地ですので、該当しません。４点目、

周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがないこと。申請地は、宅地、雑種地等

に囲まれた土地であり、支障を生じるおそれはありません。５点目、当該土地が、農地等

を含む筆の一部でないこと。申請地は、筆全体に対する申請であり、筆の一部ではありま

せん。６点目、当該土地が、申請時から過去１０年間、違反転用として追及されておらず、

かつ今後追及する見込みがないこと。申請地は、今まで違反転用として追及したことはな

く、今後も追及する見込みはありません。 

以上のことから、非農地に該当する条件を満たしていると考えられます。 

委員皆様のご審議をお願いいたします。 

 

【議長】 

質問・意見等がある方は挙手をお願いします。 

 

 



【委員】 

課税地目は何でしょうか。また、いつからですか。 

 

【事務局】 

 課税地目は宅地となっていますが、詳細な変更時期は把握していません。 

 

【委員】 

なぜ農地法の手続きがされずに家が建ったのか、疑問に思います。 

 

【事務局】 

 開発に該当する可能性がありましたので、担当課に確認しましたが、関係する資料は見

つからず、開発には該当しなかったという事は分かりました。申請地に隣接する宅地に元々

家が建っており、その建て替えの際に本案件の住宅が建築されたものと推測できますが、

詳細は不明です。 

 

【委員】 

 申請者は相続する時に気付かなかったのでしょうか。 

 

【事務局】 

 申請者への聞き取りでは、既に農地転用の手続きがなされているものと思っていたとの

ことです。 

 

【委員】 

 本案件は、畑が山林化したケースとは違います。どうして建築の担当部署や農業委員会

でチェックができなかったのか問われるのでは。これを通してしまうと、何でも建てられ

るという認識を他の方々に持たれてしまいます。 

建築確認申請を出さなければ建築はできないはずです。申請に図面が添付していると思

いますので、そのような情報の確認や整理が必要になると思います。 

 

【委員】 

このタイミングで申請した理由は何でしょうか。 

 

【事務局】 

 地目が畑のままである事に気付き、これを整理するために申請したとのことです。 

 

【議長】 

過去の情報や経過について把握しない事には判断できない案件と思われます。事務局に

は再度調査していたただき、本案件については継続審査とした方が良いと思いますがよろ

しいでしょうか。 



 

―異議なし― 

 

 異議がございませんでしたので、本案は「継続審査」といたします。 

続きまして、議案第２１号相続税の納税猶予に関する適格者の証明について、議題とい

たします。 

事務局、朗読をお願いします。 

 

【事務局】 

― 議案第２１号朗読 ― 

 

【議長】 

続きまして、地元委員の現地確認報告をお願いします。関山委員、お願いします。 

 

【委員】 

 １２月１５日に中里地区農業委員及び事務局で、申請人の立ち会いのもと申請地を確認

いたしました。 

場所は、中里二丁目に位置する市街化区域の農地３筆で、面積の合計は１，０４３.５７

㎡です。 

申請地においては、これまでも水稲が栽培され、適正に管理されていました。申請者か

ら聞き取りをした結果、今後も農地として利用していくと認められますので、適格者とし

て証明することは問題ないと思われます。 

 

【議長】 

 お疲れ様でした。続きまして、事務局より補足説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 それでは、補足説明いたします。 

議案第２１号関係資料をご覧ください。１ページに適格者証明願い、２ページに農地等

の明細書、３ページに位置図、４ページに公図の写しを添付しております。 

相続税の納税猶予の要件ですが、被相続人の要件は、相続税の納税猶予を受ける農地に

おいて死亡の日まで農業を営んでいた人であること。相続人の要件は、相続税の申告期限

である被相続人の死亡後１０か月以内までに農業経営を開始し、その後も引き続き２０年

以上もしくは相続人の死亡の日まで農業経営を行うと認められる人です。 

被相続人につきましては、職業は農業で農地面積は７，７７５．５５㎡でございます。 

相続人は、被相続人の子であり、税務署への申告期限は令和３年２月３日の予定となって

おり、今後、引き続き農業を継続していくという内容となっております。 

特例適用農地は、被相続人が所有する農地の内、中里二丁目に位置する市街化区域内の

農地３筆、合計面積は１，０４３．５７㎡となっております。委員からの現地確認報告で



もありましたように、現状、農地として適正に管理されていることは確認しております。 

 なお、特例適用後の流れですが、特例を受けてから２０年が経過すると相続税の免除が

確定することとなり、その際には、出口調査と呼ばれる税務署からの調査があり、農業委

員会では、当該農地の利用状況について確認し、税務署に報告することとなります。 

また、納税猶予に係る期限が確定するまでの間、３年毎に納税猶予の継続届出書を税務

署に提出する必要があり、届出には、農業委員会が発行する引き続き農業経営を行ってい

る旨の証明が必要となります。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【議長】 

 質問・意見等がある方は挙手をお願いします。 

 よろしいでしょうか。それでは、これよりお諮りします。 

議案第２１号相続税の納税猶予に関する適格者の証明について、「原案のとおり証明す

る」ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

―挙手― 

 

挙手全員でございます。よって、本案は「原案のとおり証明する」ことといたします。 

 本日の審議事項につきましては、すべて終了しましたので、総会を閉会いたします。 

 

 

 午前１０時２０分閉会 


